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・学校いじめ防止基本方針に基づ   

 く取組の計画、実施、検証 

・いじめ相談等の窓口、いじめに 

 係る情報の収集、記録の共有化 

・いじめに係る指導や支援の体制、 

 対応方針の決定 

・いじめに係る事実確認のための 

 調査分析 

  

＜いじめ対策委員会＞ 
 

 ・管理職・生徒指導主任主事 

 ・教務主任・人権教育担当主任 

 ・教育相談担当主任 

 ・学年主任・養護教諭 

 ・児童会・生徒会担当主任 

 ・特別支援教育コーディネーター 

 

○２４時間いじめ相談ダイヤル  
 【子どもナイトだいやる】 
 

 
 
 

 

ケース会議 

開催による 

相談・助言 

学校いじめ防止基本方針 

滋賀県い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会 滋賀県 い じ め 防 止 基 本 方 針 

○生徒指導担当者等に 

     対する研修の実施 

 ※教員の資質能力の向上 

○生徒指導関連加配教員 

 の配置 

※生徒指導体制の充実 

○少人数学級編制の実施 

 

 
※子どもと向き合う時間の確保 

○スクーリング・ケア 

     サポーターの派遣 

 

 

 

※いじめの早期発見 

※学校等には相談できない児童生徒 
や保護者の悩みを受け止め、助言 

 
 

 
 

児童会・生徒会活動の主体的な活動 児童生徒 

平成26年度 県 に お け る い じ め 対 策  
専門家等の活用や関係機関との連携強化を通した支援を展開し、学校の教育力を補い、学校が本来有する力を十分発揮させ、いじめ対策を推進します 
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○生徒指導緊急 
   特別指導員 
 【警察・教員ＯＢ】 

※学校を巡回し、学校と 
関係機関との連携促進 

○学校支援 

 地域本部 
※地域住民と連携
したいじめ対応の
取組の実施 

＜管理職＞ 
・学校内の統制と全体指揮 

・教育委員会との連携、 

 報告・相談 
  

＜教務主任＞ 
・学習意欲の向上 

・学習活動の年間計画 
  

＜生徒指導主事主任＞ 
・全児童生徒への指導援助 

・問題行動への対応、指導 

・関係者等への連絡、調整 
  

＜人権教育担当主任＞ 
・人権を尊重する心の育成 
 

＜教育相談担当主任＞ 
・心のケア、悩み相談 
 

＜特別支援教育コーディ   
 ネーター＞ 
・児童生徒の特性に応じた支援 

 

＜学年主任＞ 
・学年の統制と指揮 

・担任への支援 

・保護者との連携 

 

＜担任等＞ 
・いじめを生まない学級づくり  

・児童生徒の実態把握 

・児童生徒への指導援助 

・保護者との連携 

・わかりやすい授業 

・教室環境の整備 

 

＜養護教諭＞ 
・心身の問題の早期発見 

・医療機関等、との連携 

 

＜児童会・生徒会担当＞ 
・生徒の自治能力の育成 

○いじめで悩む子ども支援事業 

※学校等には相談できない児童生徒 
や保護者の悩みを受け止め、学校等
との調整を行う等、解決を支援 
※学校に対し集団づくり等を支援 

 連携 ・家庭での子どもの見守り 

・学校との連携（相談） 保護者 

専門家等を活用した支援 

○緊急支援専門家チーム 

 【弁護士】【医師】【大学教授等】 

※困難事案や緊急事態の対処のため、学
校に専門家を派遣し、解決を支援 

○スクールカウンセラー 
  【臨床心理士等】 

※悩みを抱える児童生徒・保護者に 
対するカウンセリング 
※心理的視点からの見たてによる教職
員の資質向上 

○スクール ソーシャル 
  ワーカー【社会福祉士等】 

※福祉的視点からの見立てによる教職
員の資質向上 

滋賀県いじめ再調査委員会 

（知事の附属機関） 

滋賀県立学校いじめ問題調査委員会 

（県教育委員会の附属機関） 

   滋賀県「絆をつむぐ学校づくり」研究事業 

○いじめや差別を許さない  

 学校づくり推進事業 

 ※人権教育の推進によるいじめ 
の未然防止 

私立学校              ※私立学校が行ういじめ防止等の取組に対する支援、人権教育 

                  に対する支援、いじめ防止等に関する情報提供など 

総務部 
○私立学校に対する支援 

公立学校

・学校いじめ防止基本方針に基づ
く取組の計画、実施、検証

・いじめ相談等の窓口、いじめに
係る情報の収集、記録の共有化

・いじめに係る指導や支援の体制、
対応方針の決定

・いじめに係る事実確認のための
調査分析

＜いじめ対策委員会＞
・管理職・生徒指導主任主事
・教務主任・人権教育担当主任
・教育相談担当主任
・学年主任・養護教諭
・児童会・生徒会担当主任
・特別支援教育コーディネーター

○２４時間いじめ相談ダイヤル
【子どもナイトだいやる】

ケース会議
開催による
相談・助言

学校いじめ防止基本方針

滋賀県い じめ問題対策連絡協議会 滋賀県い じめ 防止 基本方針

○生徒指導担当者等に
対する研修の実施

※教員の資質能力の向上

○生徒指導関連加配教員
の配置

※生徒指導体制の充実

○少人数学級編制の実施

※子どもと向き合う時間の確保

○スクーリング・ケア
サポーターの派遣

※いじめの早期発見

※学校等には相談できない児童生徒
や保護者の悩みを受け止め、助言

児童会・生徒会活動の主体的な活動児童生徒

平成26年度 県にお け る い じ め対策
専門家等の活用や関係機関との連携強化を通した支援を展開し、学校の教育力を補い、学校が本来有する力を十分発揮させ、いじめ対策を推進します
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相談所

法務局

地 域

警察

○生徒指導緊急
特別指導員
【警察・教員ＯＢ】

※学校を巡回し、学校と
関係機関との連携促進

○学校支援
地域本部
※地域住民と連携
したいじめ対応の
取組の実施

＜管理職＞
・学校内の統制と全体指揮
・教育委員会との連携、
報告・相談

＜教務主任＞
・学習意欲の向上
・学習活動の年間計画

＜生徒指導主事主任＞
・全児童生徒への指導援助
・問題行動への対応、指導
・関係者等への連絡、調整

＜人権教育担当主任＞
・人権を尊重する心の育成

＜教育相談担当主任＞
・心のケア、悩み相談

＜特別支援教育コーディ
ネーター＞

・児童生徒の特性に応じた支援

＜学年主任＞
・学年の統制と指揮
・担任への支援
・保護者との連携

＜担任等＞
・いじめを生まない学級づくり
・児童生徒の実態把握
・児童生徒への指導援助
・保護者との連携
・わかりやすい授業
・教室環境の整備

＜養護教諭＞
・心身の問題の早期発見
・医療機関等、との連携

＜児童会・生徒会担当＞
・生徒の自治能力の育成

○いじめで悩む子ども支援事業

※学校等には相談できない児童生徒
や保護者の悩みを受け止め、学校等
との調整を行う等、解決を支援
※学校に対し集団づくり等を支援

連携 ・家庭での子どもの見守り
・学校との連携（相談）保護者

専門家等を活用した支援

○緊急支援専門家チーム
【弁護士】【医師】【大学教授等】

※困難事案や緊急事態の対処のため、学
校に専門家を派遣し、解決を支援

○スクールカウンセラー
【臨床心理士等】

※悩みを抱える児童生徒・保護者に
対するカウンセリング
※心理的視点からの見たてによる教職
員の資質向上

○スクールソーシャル
ワーカー【社会福祉士等】

※福祉的視点からの見立てによる教職
員の資質向上

滋賀県いじめ再調査委員会
（知事の附属機関）

滋賀県立学校いじめ問題調査委員会
（県教育委員会の附属機関）

滋賀県「絆をつむぐ学校づくり」研究事業

○いじめや差別を許さない
学校づくり推進事業

※人権教育の推進によるいじめ
の未然防止

私立学校 ※私立学校が行ういじめ防止等の取組に対する支援、人権教育

に対する支援、いじめ防止等に関する情報提供など

総務部
○私立学校に対する支援


